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学校での安全管理には、万全の配慮に努めておりますが、緊急のけがや疾病については、次の様に対応したいと思います。対応によっては関係書類の提出が必要なものもあります。必ず学校へ連絡ください。

[image: 救急車のイラスト]医療機関での受診が必要な場合
　 保護者の方へ連絡しますので、原則来校いただき、医療機関へ受診願います。
　 場合によっては、救急搬送をさせていただくこともあります。その場合、搬送先の医療機関が
分かり次第お知らせしますので、保護者の方も医療機関へ行っていただくようになります。

発熱・体調不良などの場合
　 原則、１時間様子を見ます。３７．５℃以上の発熱や、熱がなくても本人がどうしても学習できないという場合など、状態によっては緊急連絡先に連絡しますので、お迎えをお願いします。保護者の了解を得た上で、本人が自転車等で下校する場合もあります。

災害給付制度　日本スポーツ振興センター
　  学校管理下の災害で受診される場合、スポーツ振興センターへ総医療点数500点以上であれば申請をすることができます。子ども医療費負担制度を利用しても1割のお見舞い金が支払われます。
給付手続きに必要な書類は個人情報ですので、保護者の方が受診した月ごとに医療機関へ提出し記入いただいた後、学校へ提出をしていただくようになります。医療費の支給は、手続きの都合上、２～３か月後になります。給付手続きを取らせていただきますので、必ずお知らせください。
[image: 足を骨折した子供（男の子） | かわいい手描きの無料イラスト｜商用利用OKのフリー素材｜てがきっず]　　 　【注意事項】
　　　　　　・けが発生日から２年間請求がない場合は、時効となります。
　　　　　　・保険の効かない治療を受けた場合や医療総額が５０００円未満（総医療点数500点未満）
の場合や、交通事故などで損害賠償を受けた場合は申請の対象となりません。

食物アレルギーの給食対応
小学校で配布された書類をよくお読みになり、対応希望の方は、その手続きを行ってください。提出先は、小学校です。
4月の給食のスタートに間に合うように、早めの手続きをお願いします。対応が必要な場合、入学前に保護者の方との面談をさせていただきます。アレルギーの給食対応は途中からでも対応できますので、その都度ご連絡ください。
　 毎年、対応希望調査を取ります。継続して対応を希望される方は、毎年受診し関係書類の提出が必要です。

感染症にかかったら
学校において予防すべき感染症があり、他の生徒への感染が広がる恐れのある間、「出席停止」の対応をとらせていただきますので、連絡ください。対象感染症は別紙のとおりです。登校をする際には、必ず医療機関を受診
し、「連絡書（治癒証明書）」に記入をしていただき学校へ提出ください。
　　ただし、新型コロナウィルス感染症とインフルエンザについては、治癒証明書は不要となりました。
[image: 先生やカウンセラーに相談する女子生徒のイラスト（カラー）][image: 相談している人のイラスト]『経過報告書』をご家庭で記入していただき、登校再開の際に学校へ提出してください。

健康教育相談
体や心の悩みなどお子様の相談だけではなく、保護者様の方もお子様の健康や
教育に関わっての心配事は遠慮なくご相談ください。スクールカウンセラーもご利用できます。
この表にある病気は「学校感染症」と言われ、出席停止となり、登校できません（欠席扱いにはなりません。）医師から感染のおそれがないと判断され、登校許可が出ましたら、所定の用紙に記入いただいて、学校に提出ください。用紙は学校でお渡しいたします。（久米中ＨＰからダウンロードも可。）表にある病気にかかったときは、すみやかに学校へ連絡してください。よろしくお願いします。
感染症の
出席停止期間基準表




第１種学校感染症　⇒　治癒するまで出席停止とする
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ（Ｈ5Ｎ1及びＨ７Ｎ９）






	第２種学校感染症　⇒　診断がついたらすみやかに学校へ連絡する

	病名
	出席停止期間
	主な症状
	潜伏期間

	インフルエンザ
	発症後５日を経過し、かつ解熱後２日を経過するまで
	悪寒、頭痛、発熱、全身倦怠、関節痛、筋肉痛、咽頭痛、咳、鼻汁
	平均２日

	新型コロナウィルス感染症（COVID-19）
	発症した後5日を経過し、かつ、症状軽快後１日を経過するまで
	頭痛、腹痛、咳、疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛など（まれに嗅覚障害、味覚障害などの後遺症がでることあり）
	２～３日

	百日咳
	特有の咳が消失するまで、または５日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
	連続して止まらない咳が特徴で、発熱することは少ない
	7～１０日

	麻疹
（はしか）
	解熱後３日を経過するまで
	最初目の充血、目やに、くしゃみ、鼻水、発熱。解熱しかけた後、さらに高熱、発疹がでる。
	８～１２日

	流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）
	耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が出た後５日を経過し、かつ全身症状が良好になるまで
	耳下腺、顎下腺、舌下腺腫脹、発熱（髄膜炎、片側難聴、急性脳炎後遺症注意）
	１６～１８日

	風疹
	発疹が消失するまで
	発熱と同時に発疹、リンパ節腫脹（血小板減少性紫斑病、急性脳炎後遺症注意）
	１６～１８日

	水痘
（水ぼうそう）
	全ての発疹が痂皮化するまで
	腹部、背中から全身に広がる丘疹が水泡、痂皮へと変化するまで
	１４～１６日

	咽頭結膜熱
（プール熱）
	主要症状が消退した後２日を経過するまで
	発熱、咽頭痛、頭痛、結膜炎、眼脂、リンパ節腫脹など
	２～１４日

	結核
	感染のおそれがなくなるまで
	咳、微熱が続く、全身倦怠感、寝汗
	６か月以内が多いが数十年のこともある

	髄膜炎菌性髄膜炎
	感染のおそれがなくなるまで
	発熱、頭痛、嘔吐、意識障害（難聴、
まひ、てんかんなどの後遺症注意）
	４日以内



	第３種学校感染症　　⇒　症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで出席停止とする

	病名
	出席停止期間
	主な症状
	潜伏期間

	腸管出血性大腸菌感染症（Ｏ－１５７）
	医師が感染のおそれがないと認めるまで
	水溶性下痢、血便、腹痛、発熱
	２～１４日

	流行性角結膜炎
	
	眼球充血、眼瞼腫脹、眼脂
	１～２週間

	急性出血性結膜炎
	
	流涙、眼球充血、眼瞼腫脹
	１～２日

	コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
	医師が感染のおそれがないと認めるまで

	その他の感染症
	医師が感染のおそれがないと認めるまで
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